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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの縦枠、上枠、及び下枠を組み合わせて形成された釣合おもり枠に積み重ねた所定
数のおもりを収容したエレベーターの釣合おもりにおいて、前記おもりの積み重ねの中間
に補強材を取付ける作業を支援する装置であって、
　積み重ねられた２つの前記おもりについて上方側の前記おもりの縁部の丸みと下方側の
前記おもりの縁部の丸みとによって形成された積み重ね谷部に入り込むことができ上方側
の前記おもりの下面を支持可能な形状を有するおもり保持工具と、
　前記釣合おもり枠に取付け可能な揚重部と、
　前記おもり保持工具と前記揚重部とを接続する揚重接続部と、
　を含む、エレベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置。
【請求項２】
　前記おもり保持工具は、
　おもりの略矩形の平面形状における短辺寸法に対応する長さを有する上側プレートと、
　一端が前記上側プレートの一方端部にヒンジ機構によって開閉可能に取付けられ、他端
は、前記積み重ね谷部に入り込むことができ上方側の前記おもりの下面を支持可能な形状
を有する一方側フック部を含む一方側フック板と、
　一端が前記上側プレートの他方端部に取付けられ、他端は、前記積み重ね谷部に入り込
むことができ上方側の前記おもりの下面を支持可能な形状を有し前記一方側フック板の前
記一方側フック部に対向して配置される他方側フック部を含む他方側フック板と、
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　前記一方側フック板と前記他方側フック板との間隔を固定する間隔固定具と、
　を備える、請求項１に記載のエレベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置。
【請求項３】
　前記一方側フック板及び前記他方側フック板は、それぞれ、
　前記上側プレートから下方側に延伸する脚部を有し、
　前記一方側フック部及び前記他方側フック部は、それぞれ、
　前記脚部の下端部において側方に突出し、先端へ向かうほど先細りとなる形状を有する
、請求項２に記載のエレベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置。
【請求項４】
　前記間隔固定具は、
　前記一方側フック板と前記他方側フック板の間に配置される挟み込みボルト及び締付ナ
ットである、請求項２に記載のエレベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置。
【請求項５】
　２つの縦枠、上枠、及び下枠を組み合わせて形成された釣合おもり枠に積み重ねた所定
数のおもりを収容したエレベーターの釣合おもりにおいて、前記おもりの積み重ねの中間
に補強材を取付ける方法であって、
　積み重ねられた２つの前記おもりについて上方側の前記おもりの縁部の丸みと下方側の
前記おもりの縁部の丸みとによって形成された積み重ね谷部に入り込むことができ上方側
の前記おもりの下面を支持可能な形状を有するフック部を先端に有する一対のフック板を
含むおもり保持工具、前記釣合おもり枠に取付け可能な揚重部、及び、前記おもり保持工
具と前記揚重部とを接続する揚重接続部を含む取付支援装置を前記釣合おもり枠に取付け
て配置する工程と、
　前記所定数のおもりについて予め定めた分離位置において隣接する２つの前記おもりの
前記積み重ね谷部に前記おもり保持工具の一対の前記フック部を入り込ませて前記分離位
置よりも上方側の複数の前記おもりを保持し、間隔固定具を用いて一対の前記フック板と
の間隔を固定する工程と、
　前記おもり保持工具に前記揚重接続部を懸架し、前記揚重部を前記釣合おもり枠に取付
け、前記揚重部のワイヤ吊上部に前記揚重接続部を懸架し、前記揚重部を操作して、前記
おもり保持工具によって保持された上方側の複数の前記おもりを吊上げて、前記分離位置
よりも下方側の複数の前記おもりから前記分離位置の上方側の複数の前記おもりを分離し
て補強材配置空間を形成する工程と、
　形成された前記補強材配置空間に前記補強材を配置し、２つの前記縦枠のそれぞれに固
定する工程と、
　を含む、エレベーター釣合おもり枠の補強材取付方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、エレベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置及びエレベーター釣合おも
り枠の補強材取付方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、エレベーターの釣合おもりを昇降路から乗場に搬出する装置において
、釣合おもり用の一対のガイドレールに固定横板を取付け、その固定横板と釣合おもり枠
との間にチェーンブロックとフックとワイヤとを含む支持装置を用いることが開示されて
いる。
【０００３】
　特許文献２には、エレベーター釣合おもり枠の一対の縦枠の間が広がることを規制する
ために、一対の縦枠のそれぞれにおもり押え用の固定具を固定し、２つの固定具の間をタ
ーンバックルと枠幅調整ボルトで接続することが開示されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１３２５１５号公報
【特許文献２】特開２００９－２９２６２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　エレベーター釣合おもり枠の一対の縦枠の間が広がることを防ぐために、おもりの積み
重ねの中間に補強材を配置し、これを１対の縦枠にそれぞれに固定することが行われる。
既設のエレベーターにおいてこの補強材の取付作業を行うには、釣合おもり枠に既に積み
重ねられている所定数のおもりの約半数を取外し、補強材を取付け後、取外した複数のお
もりを積み重ねるので、多大の労力と時間を要する。また、既設のエレベーターでは釣合
おもりは乗りかごと主ロープで接続されているため、おもりを取外すと釣合おもりと乗り
かごの質量バランスが変化するので、乗りかごと釣合おもりの位置を固定する必要があり
、場合によっては狭い空間での作業、あるいは高所作業となる。
【０００６】
　本開示の目的は、作業しやすい場所で作業が可能で、労力と作業時間を少なくできるエ
レベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置及びエレベーター釣合おもり枠の補強材取
付方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示に係るエレベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置は、２つの縦枠、上枠、
及び下枠を組み合わせて形成された釣合おもり枠に積み重ねた所定数のおもりを収容した
エレベーターの釣合おもりにおいて、おもりの積み重ねの中間に補強材を取付ける作業を
支援する装置であって、積み重ねられた２つのおもりについて上方側のおもりの縁部の丸
みと下方側のおもりの縁部の丸みとによって形成された積み重ね谷部に入り込むことがで
き上方側のおもりの下面を支持可能な形状を有するおもり保持工具と、釣合おもり枠に取
付け可能な揚重部と、おもり保持工具と揚重部とを接続する揚重接続部と、を含む。
【０００８】
　上記構成によれば、積み重ねた２つのおもりの間におもり保持工具を入り込ませて保持
できるので、積み重ねた所定数のおもりについて、上方側の複数のおもりと下方側の複数
のおもりとに分離できる。ここで、揚重部を釣合おもり枠に取付け、揚重接続部を用いて
、上方側の複数のおもりを保持したおもり保持工具を揚重すれば、下方側の複数のおもり
と上方側の複数のおもりとの間に補強材を配置するための空間を形成することができる。
このとき、釣合おもりの全体の質量は変化しない。釣合おもりの全体の質量が変化しない
ので、釣合おもりと乗りかごの質量バランスは一定で、乗りかごと釣合おもりの位置を固
定しなくて済み、作業しやすい場所で作業が可能となる。また、ほとんどが揚重部の操作
作業で済むので、労力と作業時間を少なくできる。
【０００９】
　本開示に係るエレベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置において、おもり保持工
具は、おもりの略矩形の平面形状における短辺寸法に対応する長さを有する上側プレート
と、一端が上側プレートの一方端部にヒンジ機構によって開閉可能に取付けられ、他端は
、積み重ね谷部に入り込むことができ上方側のおもりの下面を支持可能な形状を有する一
方側フック部を含む一方側フック板と、一端が上側プレートの他方端部に取付けられ、他
端は、積み重ね谷部に入り込むことができ上方側のおもりの下面を支持可能な形状を有し
一方側フック板の一方側フック部に対向して配置される他方側フック部を含む他方側フッ
ク板と、一方側フック板と他方側フック板との間隔を固定する間隔固定具と、を備えるこ
とが好ましい。
【００１０】
　上記構成によれば、おもり保持工具は、一端が上側プレートに取付けられ、他端には、
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積み重ね谷部に入り込むことができ上方側のおもりの下面を支持可能な形状を有するフッ
ク部を含む一対のフック板を備える。一対のフック板のうち、一方側フック板の一端は、
上側プレートに対しヒンジ機構によって開閉可能である。これにより、一対のフック板の
それぞれのフック部を積み重ね谷部に入り込ませて、上方側のおもりの下面を保持できる
。そして、間隔固定具で一対のフック板との間隔を固定すれば、フック部の上面よりも上
方側の複数のおもりをまとめて保持でき、フック部の下方側の複数のおもりと分離できる
。
【００１１】
　本開示に係るエレベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置において、一方側フック
板及び他方側フック板は、それぞれ、上側プレートから下方側に延伸する脚部を有し、一
方側フック部及び他方側フック部は、それぞれ、脚部の下端部において側方に突出し、先
端へ向かうほど先細りとなる形状を有することが好ましい。
【００１２】
　おもりは、所定の平面形状と厚さとを有する平板状質量体であるが、鋳物等で成形され
、その端面形状は正確な垂直面でなく、幾らかの丸み等を有し、２つのおもりを積み重ね
たときに、それぞれのおもりの縁部における丸みが合わさって、積み重ね谷部が形成され
る。その積み重ね谷部に先細りの形状を入り込ませれば、あたかもフォークリフトのよう
に、上方側のおもりを持ち上げることができる。上記構成によれば、互いに対向して配置
される一方側フック部と他方側フック部は、先端が先細り形状を有しているので、この先
細り形状を、積み重ねたおもりの積み重ね谷部に入り込ませることで、上方側のおもりを
持ち上げ保持できる。
【００１３】
　本開示に係るエレベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置において、間隔固定具は
、一方側フック板と他方側フック板の間に配置される挟み込みボルト及び締付ナットであ
ることが好ましい。
【００１４】
　本開示に係るエレベーター釣合おもり枠の補強材取付方法は、２つの縦枠、上枠、及び
下枠を組み合わせて形成された釣合おもり枠に積み重ねた所定数のおもりを収容したエレ
ベーターの釣合おもりにおいて、おもりの積み重ねの中間に補強材を取付ける方法であっ
て、積み重ねられた２つのおもりについて上方側のおもりの縁部の丸みと下方側のおもり
の縁部の丸みとによって形成された積み重ね谷部に入り込むことができ上方側のおもりの
下面を支持可能な形状を有するフック部を先端に有する一対のフック板を含むおもり保持
工具、釣合おもり枠に取付け可能な揚重部、及び、おもり保持工具と揚重部とを接続する
揚重接続部を含む取付支援装置を釣合おもり枠に取付けて配置する工程と、所定数のおも
りについて予め定めた分離位置において隣接する２つのおもりの積み重ね谷部におもり保
持工具の一対のフック部を入り込ませて分離位置よりも上方側の複数のおもりを保持し、
間隔固定具を用いて一対のフック板との間隔を固定する工程と、おもり保持工具に揚重接
続部を懸架し、揚重部を釣合おもり枠に取付け、揚重部のワイヤ吊上部に揚重接続部を懸
架し、揚重部を操作して、おもり保持工具によって保持された上方側の複数のおもりを吊
上げて、分離位置よりも下方側の複数のおもりから分離位置よりも上方側の複数のおもり
を分離して補強材配置空間を形成する工程と、形成された補強材配置空間に補強材を配置
し、２つの縦枠のそれぞれに固定する工程と、を含む。
【００１５】
　上記構成によれば、積み重ねたおもりの隣接する２つのおもりの間におもり保持工具を
入り込ませて保持し、釣合おもり枠に取付けた揚重部を用いておもり保持工具を揚重でき
る。これによれば、釣合おもりの全体の質量を変化させずに、下方側の複数のおもりと上
方側の複数のおもりの間に補強材の配置のための空間を形成することができる。釣合おも
りの全体の質量が変化しないので、釣合おもりと乗りかごの質量バランスは一定で、乗り
かごと釣合おもりの位置を固定しなくて済み、作業しやすい場所で作業が可能となる。ま
た、ほとんどが揚重部の操作作業で済むので、労力と作業時間を少なくできる。
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【発明の効果】
【００１６】
　上記構成のエレベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置及びエレベーター釣合おも
り枠の補強材取付方法によれば、作業しやすい場所で作業が可能で、労力と作業時間を少
なくできる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施の形態に係るエレベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置を用いて、補
強材の取付作業が行われているエレベーターを示す図である。
【図２】実施の形態に係るエレベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置が配置された
エレベーター釣合いおもり枠を示す斜視図である。
【図３】実施の形態に係るエレベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置におけるおも
り保持工具の構成図である。
【図４】おもり保持工具の間隔固定具の他の例を示す図である。
【図５】実施の形態に係るエレベーター釣合おもり枠の補強材取付方法の各工程の手順を
示すフローチャートである。
【図６】図５において、初期状態のエレベーター釣合おもりを示す図である。
【図７】図５において、取付支援装置をエレベーター釣合おもり枠に配置する工程を示す
図である。
【図８】図７に続いて、分離位置において、おもり保持工具の一対のフック部を積み重ね
谷部に入り込ませる工程を示す図である。
【図９】図８に続いて、間隔固定具を用い、分離位置よりも上方側の複数のおもりをしっ
かり保持する工程を示す図である。
【図１０】図９に続いて、揚重部を用いておもり保持工具を吊上げ、上方側の複数のおも
りを下方側の複数のおもりから分離し、補強材配置空間を形成する工程を示す図である。
【図１１】図１０に引き続き、補強材配置空間に補強材を配置し縦枠に固定する工程を示
す図である。
【図１２】図１１に続き、上方側の複数のおもりを補強材の上に降ろす工程を示す図であ
る。
【図１３】図５の各工程が終了し、補強材が取付けられたエレベーター釣合おもりを示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に図面を用いて本開示に係る実施の形態につき、詳細に説明する。以下では、乗り
かごと釣合おもりに関する巻上機が昇降路の上部の機械室に設けられるものとして述べる
が、これは説明のための例示であって、例えば、昇降路の最下部のピットに巻上機を設置
する機械室レスエレベーターでもよい。
【００１９】
　以下で述べる形状、おもりの個数等は、説明のための例示であって、本開示に係る実施
の形態におけるエレベーターの仕様等に合わせ、適宜変更が可能である。以下では、全て
の図面において同様の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００２０】
　図１は、エレベーター１０において、エレベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置
５０を用いて、補強材１００の取付作業が行われている状態を示す図である。以下では、
特に断らない限り、エレベーター釣合おもり枠の補強材取付支援装置５０を、取付支援装
置５０と呼び、取付支援装置５０を用いるエレベーター釣合おもり枠の補強材取付方法を
、補強材取付方法と呼ぶ。
【００２１】
　エレベーター１０は、建物を縦方向に縦貫する昇降路１２と、昇降路１２の上部に設け
られる機械室１４とを備える。建物の各階には、エレベーター１０のための乗場１３が設
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けられる。エレベーター１０は、乗場１３からの利用客を乗りかご１６に乗せ、利用客の
要求に応じて昇降路１２の中を昇降させて、利用客の所望の乗場１３に着床して利用客を
降ろす利用客運搬装置である。図１において、直交する上下方向と奥行方向と幅方向とを
示す。上下方向は、昇降路１２が延びる方向であり、乗りかご１６の昇降方向である。建
物の上層階に向かう方向が上方側で、下層階に向かう方向が下方側である。奥行方向は、
乗場１３から昇降路１２へ向かう方向に平行な方向であり、幅方向は、乗場１３における
乗降口の幅方向に対応する方向である。以下の図においても同様である。
【００２２】
　機械室１４に設けられる巻上機１８は昇降ロープ２０を巻き上げまたは繰り出して昇降
ロープ２０の一方端に接続される乗りかご１６を昇降させるロープ駆動モータである。昇
降ロープ２０の他方端に接続される釣合おもり２２は、巻上機１８に懸る負荷を軽くし、
乗りかご１６の昇降時のバランスをとるために、乗りかご１６の質量に対応する釣合質量
を有するおもり装置である。釣合おもり２２は、エレベーター釣合おもり枠２４と所定数
のおもり２６とを含む。以下では、特に断らない限り、エレベーター釣合おもり枠２４を
、釣合おもり枠２４と呼ぶ。釣合おもり２２、釣合おもり枠２４、所定数のおもり２６の
詳細については後述する。
【００２３】
　機械室１４には図示しない制御装置が設けられ、エレベーター１０の全体の動作を制御
する。エレベーター１０の動作モードとしては、乗りかご１６内の利用客の指示に従った
運行を実行する通常運行動作モードと、保守作業を行うために保守作業員８の指示に従っ
た動作を実行する保守作業モードとを有する。
【００２４】
　図１において、保守作業員８は、図示しない保守作業用端末を用いてエレベーター１０
の動作モードを保守作業モードとし、昇降路１２内において、乗りかご１６の天井と釣合
おもり２２とがほぼ同じ高さ位置に並ぶように乗りかご１６の停止位置を設定する。そし
て、乗りかご１６の天井の上の機械設備配置枠内に上り、そこを保守作業スペース１７と
して、補強材１００を置き、取付支援装置５０，５１を用いて、補強材１００を釣合おも
り２２に取付ける取付作業を行う。
【００２５】
　補強材１００は、釣合おもり枠２４の枠形状が拡がることを防止するために、所定数の
おもり２６の積み重ねの中間に配置されて、釣合おもり枠２４に固定ボルトによって固定
される部材である。補強材１００は、単体としてのおもり３４（図２参照）と同じ平面形
状を有し、固定に適した高さ寸法を有する。補強材１００は、適当な強度を有する金属材
料で形成され、例えば、おもり３４と同じ材料で、平面形状もおもり３４と同じにして高
さ寸法を固定に適するように大きくしたものを用いることができる。これに代えて、適当
な剛性を有する中空箱体であってもよい。補強材１００には、釣合おもり枠２４に固定す
るための固定ボルト１１４，１１６（図１１参照）がねじ込まれるねじ穴が設けられる。
【００２６】
　後述するように、取付支援装置５０を用いることで、取付作業中における乗りかご１６
と釣合おもり２２との質量バランスは、ほぼ補強材１００の質量移動だけで済むので、釣
合おもり２２の高さ位置の特別な固定が不要である。そこで、保守作業員８は、乗りかご
１６の天井の上に上ったときに、ちょうど手の高さの位置に、釣合おもり２２における補
強材１００の取付位置が来るようにし、その高さ位置の保守作業スペース１７を補強材１
００の取付けについて作業しやすい場所とできる。保守作業スペース１７は、作業しやす
い場所の例示であって、エレベーター１０における昇降路１２、乗りかご１６、釣合おも
り２２の仕様、配置等によって、これ以外の場所を作業しやすい場所としてもよい。
【００２７】
　図２は、釣合おもり２２と、取付支援装置５０，５１との関係を示す図である。釣合お
もり２２における釣合おもり枠２４は、２つの縦枠２８，３０、上枠３２、及び下枠３３
を組み合わせて形成された枠体である。２つの縦枠２８，３０、上枠３２、及び下枠３３
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のそれぞれは、十分な強度を有する金属材料を所定の形状に成形したものが用いられる。
例えば、縦枠２８，３０は、おもり３４の複数個を積み重ねて所定数のおもり２６とする
際の案内溝３１を兼ねて、コの字の断面形状を有する柱材を所定の長さに加工して用いら
れる（図３（ａ）参照）。釣合おもり枠２４は、これらを溶接またはボルト・ナットの締
結等によって強固に結合したものが用いられる。十分な強度、強固に結合とは、釣合おも
り枠２４に収容される所定数のおもり２６の質量に十分耐えること、及び、釣合おもり２
２がエレベーター１０の運行によって受ける加速度や衝撃による外力に十分耐えることを
意味する。
【００２８】
　釣合おもり２２における所定数のおもり２６は、単体としてのおもり３４の所定数を釣
合おもり枠２４に積み重ねたおもり集合体である。図２の例では、所定数のおもり２６は
、１８個の単体としてのおもり３４で構成される。所定数のおもり２６の個数＝１８個は
例示であって、エレベーター１０における乗りかご１６の質量、乗りかご１６の公称積載
質量、単体としてのおもり３４の質量、エレベーター１０の運行速度仕様等に応じて、適
宜変更される。
【００２９】
　この所定数のおもり２６と、後述する下方側の複数のおもり３７及び上方側の複数のお
もり４１は、単体としてのおもり３４の集合体であり、「（所定数の）おもり２６」、「
（複数の）おもり３７」、「（複数の）おもり４１」は、複数形のおもりである。単体と
してのおもり３４と、後述する下方側の複数のおもり３８の最も上方側のおもり３７及び
上方側の複数のおもり４０の最も下方側のおもり４１は、個々のおもり単体で、「おもり
３４」、「おもり３７」、「おもり４１」は単数形のおもりである。
【００３０】
　おもり３４は、所定の平面形状と厚さとを有する平板状質量体である。所定の平面形状
は略矩形形状である。略矩形形状とは、長辺と短辺とで構成される矩形形状を基本とし、
長辺が延伸する方向の両端部にそれぞれ張出部３５，３６を有する形状である（図３（ａ
）参照）。張出部３５，３６は、釣合おもり枠２４におもり３４を積み重ねて配置する際
に、整列された積み重ねとなるように、縦枠２８，３０の案内溝３１に嵌め込まれる部分
である。したがって、おもり３４がエレベーター１０の釣合おもり枠２４に配置されたと
き、おもり３４の長辺が延伸する方向は、エレベーター１０の幅方向となり、おもり３４
の短辺が延伸する方向は、エレベーター１０の奥行方向となる。図２に、おもり３４の短
辺寸法Ｗを示す。
【００３１】
　取付支援装置５０，５１は、所定数のおもり２６を構成する１８個の積み重ねられたお
もり３４について、分離位置Ｂにおいて、下方側の複数のおもり３８と、上方側の複数の
おもり４０とに分離し、上方側の複数のおもり４０を吊上げる装置である。分離位置Ｂは
、所定数の積み重ねの中間の位置にすることがよい。この場合、下方側の複数のおもり３
８と、上方側の複数のおもり４０とは、それぞれ、９個のおもり３４で構成される。吊上
げは、釣合おもり枠２４の上枠３２を用いて行い、上方側の複数のおもり４０は、縦枠２
８，３０の案内溝３１に案内されて釣合おもり枠２４の枠内において行われる。吊上げ量
は、補強材１００の上下方向に沿った高さ寸法よりも大きく設定される。一例として、補
強材１００の高さ寸法を約１００ｍｍとすると、吊上げ量は約１５０ｍｍに設定される。
これによって、下方側の複数のおもり３８と、上方側の複数のおもり４０との間に、吊上
げ量に応じた配置用隙間Ｓ（図１０参照）が生じ、この配置用隙間Ｓを、補強材配置空間
４２として用いる。
【００３２】
　上記において、取付支援装置５０，５１によって吊上げるのは、１８個のおもり３４で
構成される所定数のおもり２６の積み重ねの中間の位置である分離位置Ｂよりも上方側の
複数のおもり４０とした。すなわち、９個のおもり３４を、上方側の複数のおもり４０と
して吊上げる。これは、釣合おもり２２に１つの補強材１００を取付ける場合であって、
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補強材１００の個数が２以上の場合には吊上げ方と吊上げ個数が異なる。
【００３３】
　一例として、３０個のおもり３４で構成される所定数のおもり２６について２つの補強
材１００を取付ける場合について述べる。この場合には、所定数のおもり２６を３つに分
けて、下方側の１０個のおもり３４、中央部の１０個のおもり３４、上方側の１０個のお
もり３４とする。この場合、下方側の１０個のおもり３４と中央部の１０個のおもり３４
との間に１つ目の補強材１００を配置し、中央部の１０個のおもり３４と上方側の１０個
のおもり３４との間に２つ目の補強材１００を配置する。その手順として、下方側の１０
個のおもり３４はそのままとし、中央部の１０個のおもり３４と上方側の１０個のおもり
３４の合計２０個のおもり３４をまとめて吊上げ、１つ目の補強材のための配置空間を形
成し、そこに１つ目の補強材を配置して取付ける。その後、吊上げた２０個のおもり３４
のうち、中央部の１０個のおもり３４は、１つ目の補強材の上に積み重ねる。そして、残
りの上方側の１０個のおもり３４を吊上げ、２つ目の補強材のための配置空間を形成し、
そこに２つ目の補強材を配置して取付ける。その後に、取付支援装置５０，５１を取り外
す。こうして、｛下方側の１０個のおもり３４の集合体｝－第１の補強材－｛中央部の１
０個のおもり３４の集合体｝－第２の補強材－｛上方側の１０個のおもり３４の集合体｝
の配置とできる。
【００３４】
　図２では、上方側の複数のおもり４０に対し、幅方向に沿って２台の取付支援装置５０
，５１を用いる例を示す。これは例示であって、所定数のおもり２６を構成するおもり３
４の長辺の長さや、吊上げる上方側の複数のおもり４０の質量によって台数を変更できる
。例えば、３台以上としてもよく、場合によっては１台でもよい。２台の取付支援装置５
０，５１は同じ構成であるので、以下では、主として取付支援装置５０について述べる。
【００３５】
　取付支援装置５０は、おもり保持工具７０と、揚重部５２と、揚重接続部６０とを含む
。揚重部５２は、巻き出し巻き戻しができるチェーン５３を内蔵する電動チェーンブロッ
クで、手元操作部５４と、ワイヤ吊上部であるフック５６と、揚重部５２を上枠３２に取
付ける取付部５８とを有する。電動チェーンブロックに代えて、手動でワイヤの巻き出し
巻き戻しを操作できる手動式チェーンブロックでもよい。揚重部５２としては、所定数の
おもり２６を構成する１８個のおもり３４のうち、半数の９個を揚重できる装置であれば
チェーンブロックでなくてもよい。例えば、油圧ジャッキ等を用いてもよい。以下では、
揚重部５２として、電動チェーンブロックを用いるものとする。揚重接続部６０は、フッ
ク５６に懸架される揚重ワイヤで、おもり保持工具７０のワイヤ掛部７４，７５（図３（
ｂ）参照）に懸架されたワイヤである。なお、取付支援装置５１はおもり保持工具７１を
含むが、おもり保持工具７１はおもり保持工具７０と同じ構成を有するので、以下では、
主としておもり保持工具７０について説明する。
【００３６】
　図２の例では、取付支援装置５０，５１を用いて、分離位置Ｂにおいて、所定数のおも
り２６は、下方側の複数のおもり３８と、上方側の複数のおもり４０とに分離される。分
離される前は、下方側の複数のおもり３８において最も上方側のおもり３７と、上方側の
複数のおもり４０において最も下方側のおもり４１とが隣接する。
【００３７】
　図３は、おもり保持工具７０と、所定数のおもり２６との関係を示す図である。図３（
ａ）は、所定数のおもり２６の分離位置Ｂにおいて積み重ねられた２つの隣接するおもり
３７，４１を示し、（ｂ）は、分離位置Ｂに対応して配置された状態のおもり保持工具７
０についての分解図である。
【００３８】
　おもり３７，４１は、他のおもり３４と同じ形状で、長辺の延伸する方向の両端部にそ
れぞれ張出部３５，３６を有する略矩形形状である。張出部３５，３６は、釣合おもり枠
２４の縦枠２８，３０の案内溝３１に嵌め込まれる部分である。図３（ａ）に、縦枠３０
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の一部を破断図で示す。１８個のおもり３４はそれぞれ、所定の平面形状と厚さとを有す
る平板状質量体であるが、鋳物等で成形され、その端面形状は正確な垂直面でなく、幾ら
かの丸み等を有する。そのために、積み重ねた状態において、隣接する２つのおもり３７
，４１の積み重ねの縁部に沿って谷部ができる。この谷部を、積み重ね谷部と呼ぶ。分離
位置Ｂにおいて隣接する２つのおもり３７，４１を上下方向に分離するには、おもり３７
，４１について、２つの長辺のそれぞれの縁部に形成される積み重ね谷部４４，４５を用
いる。積み重ね谷部４４と積み重ね谷部４５との間隔は、おもり３７，４１の短辺寸法Ｗ
よりも小さい。
【００３９】
　おもり保持工具７０は、上側プレート７２と、一方側フック板７８と、他方側フック板
７９と、間隔固定具としての挟み込みボルト８８，９２及び締付ナット９０，９４とを含
む。
【００４０】
　上側プレート７２は、長手方向に沿って所定の長さを有する平板である。おもり保持工
具７０が釣合おもり枠２４に配置されるとき、上側プレート７２の長手方向は、エレベー
ター１０の奥行方向に平行に配置される。これは、おもり３４の短辺が延伸する方向と平
行な方向でもある。上側プレート７２の所定の長さは、各おもり３４の略矩形の平面形状
の短辺寸法Ｗよりやや長めである。上側プレート７２の長手方向の一方端部と他方端部と
には、それぞれ上方側に突出する突出部が設けられる。各突出部には、上側プレート７２
の長手方向に貫通する穴が設けられる。これらの穴は、おもり保持工具７０を揚重部５２
によって吊上げるときに用いる揚重接続部６０である揚重ワイヤを通すワイヤ掛部７４，
７５である。
【００４１】
　一方側フック板７８は、一端が上側プレート７２の一方端部にヒンジ機構７６によって
開閉可能に取付けられ、上側プレート７２から下方側に延伸し、下端部において一方側フ
ック部８２が設けられる脚部８０を有する部材である。ヒンジ機構７６が閉じたとき、脚
部８０は、上側プレート７２に対し垂直方向となり、ヒンジ機構７６が開いたとき、図３
（ｂ）において二点鎖線で示すように、脚部８０は、上側プレート７２となす角度θが鈍
角となるように開く。脚部８０の延伸する長さは、おもり保持工具７０が保持する上方側
の複数のおもり４０を構成するおもり３４の個数等に応じて設定される。一方側フック部
８２は、脚部８０の下端部において側方に突出し、先端へ向かうほど先細りとなる形状を
有する。突出する方向は、上側プレート７２の他方端部側へ向かう方向である。
【００４２】
　他方側フック板７９は、一端が上側プレート７２の他方端部に取付けられ、上側プレー
ト７２から下方側に延伸し、下端部において他方側フック部８３が設けられる脚部８１を
有する部材である。他方側フック部８３も一方側フック部８２と同様に、脚部８１の下端
部において側方に突出し、先端へ向かうほど先細りとなる形状を有する。突出する方向は
、上側プレート７２の一方端部側へ向かう方向であり、突出する上下方向に沿って他方側
フック部８３が突出する高さ位置は、一方側フック部８２が突出する高さ位置と同じであ
る。換言すれば、一方側フック板７８と他方側フック板７９とは、上側プレート７２の長
手方向の両端部に互いに対向する関係で配置される。一方側フック板７８との相違は、他
方側フック板７９はヒンジ機構７６を介さずに上側プレート７２の他方端部に取付けられ
ることである。これに代えて、ヒンジ機構７６と同様のヒンジ機構を介して上側プレート
７２の他方端部に他方側フック板７９を取付けるものとしてもよい。以下では、一方側フ
ック板７８はヒンジ機構７６によって上側プレート７２に対し開閉可能とし、他方側フッ
ク板７９は上側プレート７２に固定されるものとする。一方側フック部８２と他方側フッ
ク部８３は、共に先端に向かうほど先細りとなる形状を有し、互いに対向する関係で配置
されるが、この２つの先細りの形状を、それぞれ積み重ね谷部４４，４５に入り込ませる
。これによって、あたかもフォークリフトのように、おもり４１を持ち上げ、保持するこ
とができ、おもり４１とおもり３７とを分離することができる。
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【００４３】
　ヒンジ機構７６が開いたときは、上側プレート７２の長手方向に沿って互いに対向して
配置される一方側フック部８２と他方側フック部８３との間隔が広がる。間隔固定具は、
２組のボルト・ナットとして、挟み込みボルト８８，９２及び締付ナット９０，９４で構
成され、一方側フック板７８と他方側フック板７９の対向する間隔が広がらないように固
定するために用いる。挟み込みボルト８８，９２を通すために、一方側フック板７８の脚
部８０に、ボルト通し穴８４，８６が設けられ、他方側フック板７９の脚部８１に、ボル
ト通し穴８５，８７が設けられる。ボルト通し穴８４，８５は、上側プレート７２から測
った下方側の高さ位置が同じに設定される。ボルト通し穴８６，８７は、上側プレート７
２から測った下方側の高さ位置が同じであるが、ボルト通し穴８４，８５の高さ位置より
も下方側である。
【００４４】
　上記では、間隔固定具として、２組の挟み込みボルト８８，９２及び締付ナット９０，
９４を用いた。これに代えて、一方側フック板７８の先端側と他方側フック板７９の先端
側を固定板に固定する方法を用いてもよい。図４は、固定板９６とボルト９８，９９を用
いて、一方側フック板７８の先端側と他方側フック板７９の先端側を固定する例を示す図
である。図３で述べた２組のボルト・ナットは、一方側フック板７８の先端側と他方側フ
ック板７９の先端側に対し遠い位置にあるので、一方側フック板７８の先端側と他方側フ
ック板７９の先端側との間が開きやすい恐れがある。図４の固定板９６は、一方側フック
板７８の先端側及び他方側フック板７９の先端側にごく近い位置に設けられるので、一方
側フック板７８の先端側と他方側フック板７９の先端側との間が開くことを効果的に抑制
できる。固定板９６の方法と、挟み込みボルト８８，９２及び締付ナット９０，９４を用
いる方法とを併用してもよい。
【００４５】
　上記構成の取付支援装置５０，５１を用いた補強材取付方法について、図５以下を用い
て説明する。図５は、補強材取付方法の各工程の手順を示すフローチャートである。図６
以下は、図５における各工程の手順の内容を示す図で、各図における（ａ）は、釣合おも
り枠２４等について、奥行方向の乗場１３側から見た正面図であり、（ｂ）は、乗場１３
側から見て右側から見た側面図である。
【００４６】
　補強材取付方法において、最初に、保守作業場所の設定を行う（Ｓ１０）。保守作業場
所は、釣合おもり枠２４に補強材１００を取付ける作業がしやすい場所が好ましい。その
１つは、図１に示すように、乗りかご１６の天井の上である。その場合、まず、保守作業
員８は、図示しない保守作業用端末を用いてエレベーター１０の動作モードを保守作業モ
ードとし、昇降路１２内において、乗りかご１６の天井と釣合おもり２２とがほぼ同じ高
さ位置に並ぶように乗りかご１６の停止位置を設定する。そして、乗りかご１６の天井の
上の機械設備配置枠内に上り、そこを保守作業場所とする。
【００４７】
　図６に、補強材取付作業を行う前の釣合おもり２２を示す。釣合おもり２２は、釣合お
もり枠２４に、所定数のおもり２６が収容されたものである。所定数のおもり２６は、１
８個のおもり３４の集合体である。各おもり３４は、図３（ａ）に関連して述べたように
、釣合おもり枠２４の縦枠２８，３０に設けられる案内溝３１に案内されて、上下方向に
積み重ねられる。図６（ｂ）において、補強材１００を固定するために縦枠２８に設けら
れたボルト通し穴１１０を示す。隠れて図示されないが、縦枠３０にも同様なボルト通し
穴１１２が設けられる。
【００４８】
　図５に戻り、初期状態の釣合おもり２２に、取付支援装置５０，５１が配置される（Ｓ
１２）。図７に、釣合おもり２２において、取付支援装置５０，５１が釣合おもり枠２４
の上枠３２に取付けて配置された状態を示す。取付支援装置５０と取付支援装置５１は、
同様な構成を有し、同様に配置され、同様に操作されるので、以下では、主に、図７（ｂ
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）に表われている取付支援装置５０及びおもり保持工具７０について述べる。
【００４９】
　取付支援装置５０を釣合おもり枠２４の上枠３２に取付けて配置されるときに、おもり
保持工具７０の上側プレート７２の長手方向は、エレベーター１０の奥行方向に平行に配
置される。これは、おもり３４の短辺が延伸する方向と平行な方向でもある。
【００５０】
　図７の段階では、挟み込みボルト８８，９２と締付ナット９０，９４は、まだ分解状態
のままとされ、一方側フック板７８はヒンジ機構７６を介して開状態にできる。この状態
で、上側プレート７２を、所定数のおもり２６の上方側で、一方側フック部８２と他方側
フック部８３の先端位置が分離位置Ｂの高さになるように配置する。この配置とするには
、図２で示すように、揚重接続部６０である揚重ワイヤを上側プレート７２のワイヤ掛部
７４，７５に通し、環状ループとなるように縛り、環状ループを揚重部５２のワイヤ吊上
部であるフック５６に懸架し、揚重部５２を操作する。これにより、積み重ねられた状態
の分離位置Ｂにおいて隣接するおもり３７とおもり４１の積み重ね谷部４５に他方側フッ
ク部８３が宛がわれ、積み重ね谷部４４に一方側フック部８２が宛がわれる（図３参照）
。Ｓ１２において、取付支援装置５１及びおもり保持工具７１についても同様の処理が行
われる。
【００５１】
　次に、図５において、おもり３７，４１の間の隙間に、一方側フック部８２と他方側フ
ック部８３とを入り込ませる（Ｓ１４）。ここでは、図示しない適当な締付治具を用いて
、互いに向かい合う一方側フック板７８と他方側フック板７９に対して図８に白抜矢印で
示す締付力Ｆを与え、一方側フック部８２と他方側フック部８３の間隔を狭める締付操作
を行う。これにより、他方側フック部８３は積み重ね谷部４５に入り込み、一方側フック
部８２は積み重ね谷部４４に入り込む。締付操作は、おもり４１の２つの長辺の縁部がそ
れぞれ一方側フック板７８の脚部８０の内側壁面と他方側フック板７９の脚部８１の内側
壁面に突き当たるまで進める。
【００５２】
　他方側フック板７９の脚部８１の内側壁面は、上側プレート７２に対して下方側に垂直
であり、一方側フック板７８の脚部８０の内側壁面は、上側プレート７２に対してヒンジ
機構７６が完全に閉じたときに、上側プレート７２に対して下方側に垂直となる。したが
って、締付操作は、一方側フック板７８の脚部８０の内側壁面と他方側フック板７９の脚
部８１の内側壁面との間隔が、上側プレート７２の長手方向に沿った所定の長さとなるま
で進められることになる。上側プレート７２の所定の長さは、各おもり３４の短辺寸法Ｗ
よりやや大きいので、締付操作が進んでも、一方側フック板７８の脚部８０の内側壁面と
他方側フック板７９の脚部８１の内側壁面とが対向する間隔は、各おもり３４の短辺寸法
Ｗよりやや大きい。
【００５３】
　したがって、締付操作が進むにつれて、おもり４１の下面が一方側フック部８２の上面
及び他方側フック部８３の上面に保持されて上方側に移動すると共に、おもり４１の上方
側に積み重ねられた各おもり３４も、上方側に移動する。これらの上方側への移動は、縦
枠２８，３０の案溝３１と、一方側フック板７８の脚部８０の内側壁面及び他方側フック
板７９の脚部８１の内側壁面とによって案内される。これによって、分離位置Ｂよりも上
方側の複数のおもり４０は、下方側の複数のおもり３８から分離される。この分離によっ
て、おもり３７の上面とおもり４１の下面との間に、一方側フック部８２、他方側フック
部８３の厚さに相当する分離隙間ΔＳが生じる。Ｓ１４において、取付支援装置５１及び
おもり保持工具７１についても同様の処理が行われる。
【００５４】
　次に、図５において、間隔固定具の設定が行われる（Ｓ１６）。ここでは、図９に示す
ように、挟み込みボルト８８をボルト通し穴８４，８５に通し、締付ナット９０を用いて
しっかり締め付け、一方側フック板７８と他方側フック板７９との間隔が開かないように
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する。同様に、挟み込みボルト９２をボルト通し穴８６，８７に通し、締付ナット９４を
用いてしっかり締め付け、一方側フック板７８と他方側フック板７９との間隔が開くこと
を二重に防止する。その後、締付治具を外す。これによって、上方側の複数のおもり４０
がおもり保持工具７０によってしっかり保持される。Ｓ１６において、取付支援装置５１
及びおもり保持工具７１についても同様の処理が行われる。
【００５５】
　上記では、図示しない締付治具を用いて、一方側フック部８２と他方側フック部８３の
間隔を狭める締付操作を行ったが、場合によっては、間隔固定具である２組の挟み込みボ
ルト８８，９２及び締付ナット９０，９４を用いて、同様の締付操作を行ってもよい。
【００５６】
　次に、図５において、補強材配置空間４２の形成が行われる（Ｓ１８）。ここでは、図
１０に示すように、取付支援装置５０において揚重部５２を操作し、白抜矢印に示すよう
に、チェーン５３を短くしてフック５６を上方側に移動させ、おもり保持工具７０の上側
プレート７２に懸架された揚重接続部６０を上方側に吊上げる。同様に、取付支援装置５
１においても、図示しない揚重部を操作し、おもり保持工具７１の上側プレートに懸架さ
れた揚重接続部を上方側に吊上げる。これによって、おもり保持工具７０，７１の全体が
上方側に移動し、下方側の複数のおもり３８と、上方側の複数のおもり４０との間に、上
下方向に関し配置用隙間Ｓが形成される。配置用隙間Ｓは、補強材配置空間４２として利
用される。吊上げ量でもある配置用隙間Ｓの大きさは、補強材１００の高さ寸法に、補強
材取付作業に必要な余裕を加えて設定される。
【００５７】
　次に、図５において、補強材１００の取付作業が行われる（Ｓ２０）。ここでは、図１
１に示すように、補強材配置空間４２である配置用隙間Ｓに補強材１００を配置する。補
強材１００の２つの短辺側には、釣合おもり枠２４の縦枠２８，３０の固定するためのね
じ穴がそれぞれ設けられているので、この２つのねじ穴を、縦枠２８，３０に設けられて
いるボルト通し穴１１０，１１２（図６（ｂ）、図１０（ｂ）参照）に合わせる。そして
、固定ボルト１１４，１１６をボルト通し穴１１０，１１２に通し、固定ボルト１１４，
１１６をねじ穴に噛み合わせて、補強材１００を縦枠２８，３０にしっかり固定する。
【００５８】
　次に、図５において、上方側の複数のおもり４０を降ろす処理を行う（Ｓ２２）。ここ
では、図１２に示すように、取付支援装置５０において揚重部５２を操作し、白抜矢印に
示すように、チェーン５３を長くしてフック５６を下方側に移動させ、揚重接続部６０を
降ろす。同様に、取付支援装置５１においても揚重部を操作し、チェーンを長くしてフッ
クを下方側に移動させ、揚重接続部を降ろす。これによって、おもり保持工具７０，７１
の全体が下方側に移動し、上方側のおもり４０は、補強材１００の上面に降りる。
【００５９】
　その後、おもり保持工具７０の間隔固定具である挟み込みボルト８８，９２から締付ナ
ット９０，９４を外してヒンジ機構７６が働くようにし、一方側フック板７８を開き、他
方側フック板７９と共に、おもり４１の下面から外す。同様の処理をおもり保持工具７１
についても行う。そして、おもり保持工具７０，７１を含む取付支援装置５０，５１の全
体を釣合おもり枠２４の上枠３２から外す（Ｓ２４）。図１３に、取付支援装置５０，５
１を外した状態の釣合おもり２３を示す。釣合おもり２３は、釣合おもり枠２４において
、下方側から上方側に向って、下方側の複数のおもり３８、補強材１００、上方側の複数
のおもり４０が順次配置されている。ここで、補強材１００は、縦枠２８，３０のそれぞ
れに固定ボルト１１４，１１６によって固定される。これによって、釣合おもり枠２４の
一対の縦枠２８，３０の間が広がることを防止できる。
【００６０】
　上記のように、釣合おもり枠２４に収容されている所定数のおもり２６の積み重ねの中
間に補強材１００を配置するために、取付支援装置５０，５１を用いて、所定数のおもり
２６を下方側の複数のおもり３８と上方側のおもり３０とに分離する。取付支援装置５０
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と上方側のおもり３０とに分離する工程を含め、補強材１００の配置に係る全工程におい
て、釣合おもり２２の全体の質量はほとんど変化しない。釣合おもり２２の全体の質量が
ほとんど変化しないので、釣合おもり２２と乗りかご１６の質量バランスはほぼ一定で、
乗りかご１６と釣合おもり２２の位置を固定しなくて済み、作業しやすい場所で作業が可
能となる。また、ほとんどが揚重部５２の操作作業で済むので、労力と作業時間を少なく
できる。
【符号の説明】
【００６１】
　８　保守作業員、１０　エレベーター、１２　昇降路、１３　乗場、１４　機械室、１
６　乗りかご、１７　保守作業スペース、１８　巻上機、２０　昇降ロープ、２２　釣合
おもり、２４　釣合おもり枠、２６　所定数のおもり、２８，３０　縦枠、３１　案内溝
、３２　上枠、３３　下枠、３４，３７，４１　（単体としての）おもり、３５，３６　
張出部、３８　下方側の複数のおもり、４０　上方側の複数のおもり、４２　補強材配置
空間、４４，４５　積み重ね谷部、５０，５１　（エレベーター釣合おもり枠の補強材）
取付支援装置、５２　揚重部、５３　チェーン、５４　手元操作部、５６　フック（ワイ
ヤ吊上部）、５８　取付部、６０　揚重接続部（揚重ワイヤ）、７０，７１　おもり保持
工具、７２　上側プレート、７４，７５　ワイヤ掛部、７６　ヒンジ機構、７８　一方側
フック板、７９　他方側フック板、８０，８１　脚部、８２　一方側フック部、８３　他
方側フック部、８４，８５，８６，８７，１１０，１１２　ボルト通し穴、８８，９２　
挟み込みボルト、９０，９４　締付ナット、９６　固定板、９８，９９　ボルト、１００
　補強材、１１４，１１６　固定ボルト。
【要約】
【課題】エレベーター釣合おもり枠の補強材取付において、作業しやすい場所で作業が可
能で、労力と作業時間を少なくすることである。
【解決手段】２つの縦枠、上枠、及び下枠を組み合わせて形成された釣合おもり枠２４に
積み重ねた所定数のおもりを収容したエレベーターの釣合おもり２２において、おもりの
積み重ねの中間に補強材を取付ける作業を支援する取付支援装置５０は、積み重ねられた
２つのおもりについて上方側のおもりの縁部の丸みと下方側のおもりの縁部の丸みとによ
って形成された積み重ね谷部に入り込むことができ上方側のおもりの下面を支持可能な形
状を有するおもり保持工具７０と、釣合おもり枠２４に取付け可能な揚重部５２と、おも
り保持工具７０と揚重部５２とを接続する揚重接続部と、を含む。
【選択図】図２
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